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「
働
き
方
改
革
」
に
よ
る

自
動
車
運
転
者
の
時
間
外
労

働
上
限
規
制
は
、「
自
動
車

運
転
者
の
労
働
時
間
等
の
改

善
の
た
め
の
基
準
」（
改
善

基
準
告
示
）
と
と
も
に
、
令

和
６
（
２
０
２
４
）
年
４
月

か
ら
適
用
が
開
始
さ
れ
ま
し

た
。
適
用
後
数
か
月
が
経
過

し
た
現
在
、
社
会
保
険
労
務

士
へ
の
相
談
・
質
問
が
増
え

て
き
て
い
る
の
が
、「
２
０
２

４
年
問
題
」
へ
の
対
応
に
つ
い

て
で
す
。

　

お
問
い
合
わ
せ
内
容
に
関

し
て
は
、「
現
状
の
ま
ま
の
取

り
組
み
で
も
問
題
は
な
い
の

か
」、「『
２
０
２
４
年
問
題
』

対
策
の
た
め
に
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
労
務
上
の
対
策

は
何
な
の
か
」
な
ど
と
い
っ

た
ご
質
問
が
多
く
を
占
め
て

い
ま
す
。
ま
た
中
に
は
、
法

令
遵
守
が
難
し
い
状
況
の
中
、

「
法
律
を
守
る
こ
と
よ
り

も
、
売
上
を
優
先
す
る
」
と

い
う
会
社
も
あ
る
よ
う
で
す
。

　

ま
た
、
法
改
正
に
よ
り
、

ド
ラ
イ
バ
ー
の
残
業
時
間
が

減
少
し
た
こ
と
に
伴
い
、
給

与
も
２
割
ほ
ど
少
な
く
な
っ

た
と
い
う
話
も
珍
し
く
あ
り

ま
せ
ん
。「
勤
務
時
間
が
短

く
な
っ
て
も
、
給
与
が
変
わ

ら
な
い
」
の
で
あ
れ
ば
、
こ

れ
は
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る

は
ず
で
す
が
、「
改
正
後
の

法
律
を
守
っ
て
労
働
時
間
管

理
を
し
て
い
る
事
業
者
」
か

ら
「
時
間
外
労
働
を
短
縮
す

る
だ
け
で
は
、
生
活
が
で
き

な
い
」と
の
声
も
聞
か
れ
ま
す
。 　

ト
ラ
ッ
ク
ド
ラ
イ
バ
ー
は
、

日
本
の
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
を
担

う
、
必
要
不
可
欠
な
職
業
で

す
。
現
状
に
対
し
て
問
題
意

識
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
れ

ば
、
何
ら
か
の
改
善
策
が
必

要
で
す
。し
か
し
な
が
ら
、「
こ

れ
さ
え
行
え
ば
、
す
ぐ
に
労

働
環
境
が
改
善
で
き
る
」
と

い
う
方
法
は
あ
り
ま
せ
ん
。

や
は
り
、
長
年
に
わ
た
っ
て

形
成
さ
れ
て
き
た
慣
行
を
改

善
す
る
に
は
、
同
じ
く
長
い

時
間
が
か
か
り
ま
す
。
一
度

に
行
お
う
と
考
え
ず
に
、
で

き
る
と
こ
ろ
か
ら
順
番
に
改

善
を
行
っ
て
い
け
ば
よ
い
の
で

す
。こ
こ
で
大
事
な
こ
と
は
、

管
理
者
が「
で
き
な
い
」と
諦

め
て
し
ま
う
と
、
そ
れ
は
ド

ラ
イ
バ
ー
に
も
伝
わ
り
、
そ

こ
か
ら
先
に
進
む
こ
と
は
で

　

平
成
30
年
の
働
き
方
関
連

法
改
正
に
あ
た
り
、
自
動
車

運
転
者
と
一
般
労
働
者
の
時

間
外
労
働
上
限
規
制
は
同
じ

く
「（
原
則
）
年
３
６
０
時
間

・
月
45
時
間
」
と
な
り
ま
し

た
。
そ
し
て
特
別
条
項
に
よ

り
、
自
動
車
運
転
者
の
上
限

は
「
年
９
６
０
時
間
」
と
定

め
ら
れ
、そ
の
時
間
を
超
え
、

き
ま
せ
ん
。
経
営
者
・
管
理

者
が
明
確
な
改
善
の
た
め
の

ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
打
ち
出
し
、

ド
ラ
イ
バ
ー
に
と
っ
て
説
得

力
の
あ
る
施
策
を
講
じ
、
同

じ
目
標
に
向
か
っ
て
会
社
と

ド
ラ
イ
バ
ー
が
互
い
に
協
力

す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

　

法
令
遵
守
や
「
２
０
２
４

年
問
題
」
へ
の
対
応
が
で
き

る
、
で
き
な
い
を
論
じ
る
前

に
、
な
す
べ
き
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
そ
れ
は
、「
ド
ラ
イ
バ

ー
の
労
働
時
間
の
実
態
を
把

握
す
る
こ
と
」で
す
。ま
ず
は
、

運
行
記
録
計
（
デ
ジ
タ
ル
タ

コ
グ
ラ
フ
）
な
ど
で
、
現
在

の
労
働
時
間
を
確
認
す
る
こ

と
か
ら
始
め
ま
し
ょ
う
。
労

働
時
間
を
確
認
し
、
運
行
シ

フ
ト
や
給
与
体
系
等
の
見
直

し
を
図
っ
た
そ
の
次
の
段
階

と
し
て
、
客
先
で
あ
る
荷
主

に
協
力
を
仰
ぎ
ま
し
ょ
う
。

そ
う
し
て
、
徐
々
に
労
務
改

善
策
を
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
し
て

い
く
こ
と
が
、「
会
社
と
ド
ラ

イ
バ
ー
が
Ｗ
ｉ
ｎ
‐
Ｗ
ｉ
ｎ

の
関
係
に
な
る
労
働
環
境
」

の
実
現
に
繋
が
る
は
ず
で
す
。

法
令
違
反
と
な
れ
ば
、
罰
則

（
労
働
基
準
法
第
１
１
９
条

：
６
か
月
以
下
の
懲
役
も

し
く
は
30
万
円
以
下
の
罰

金
）
が
科
さ
れ
ま
す
。

　

し
か
し
、
貨
物
を
輸
送
す

る
ト
ラ
ッ
ク
ド
ラ
イ
バ
ー
の

時
間
外
労
働
時
間
に
つ
い
て

は
、
年
間
の
上
限
規
制
（
９

６
０
時
間
）
は
あ
る
も
の
の

月
間
の
上
限
規
制
は

設
け
ら
れ
て
い
ま
せ

ん
。
そ
れ
は
、
繁
忙

期
や
閑
散
期
が
あ
る

業
務
も
あ
り
、
月
々
の
労
働

時
間
に
差
が
出
て
く
る
た
め
、

１
か
月
ご
と
の
上
限
時
間
が

示
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
解
釈
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
36
協
定
（
労
基
法

第
36
条
に
基
づ
く
労
使
協

定
）作
成
時
に
締
結
す
る「
貨

物
自
動
車
運
送
事
業
に
従
事

す
る
自
動
車
運
転
者
の
１
箇

月
に
つ
い
て
の
拘
束
時
間
の

延
長
に
関
す
る
協
定
書
」（
図

１
）
で
は
、
改
善
基
準
告
示

に
基
づ
き
１
か
月
の
拘
束
時

間
は
「
２
８
４
時
間
以
内
」

と
定
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、

１
年
の
う
ち
６
か
月
ま
で
は
、

１
年
の
総
拘
束
時
間
が
３
４

０
０
時
間
を
超
え
な
い
範
囲

内
で
、「
３
１
０
時
間
」
ま
で

延
長
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

さ
ら
に
こ
の
協
定
書
は
、
管

轄
労
働
基
準
監
督
署
に
届
け

出
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

な
お
、
①
１
か
月
の
拘
束

時
間
が
２
８
４
時
間
を
超
え

る
月
は
連
続
３
か
月
ま
で
、

②
１
か
月
の
時
間
外
労
働
お

よ
び
休
日
労
働
の
合
計
時
間

数
を
１
０
０
時
間
未
満
―
―

と
な
る
よ
う
努
め
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

ま
で
円
滑
に
で
き
る
よ
う
社

内
体
制
を
整
備
し
、
時
間
の

管
理
を
見
直
し
て
い
く
こ
と

が
必
要
で
す
。

　

さ
ら
に
、
業
務
前
点
呼
の

際
に
、
ア
ル
コ
ー
ル
チ
ェ
ッ
ク

と
ド
ラ
イ
バ
ー
の
健
康
状
態

　

自
動
車
運
送
業
の
労
働
時

間
の
削
減
方
法
と
し
て
、
始

　

一
般
労
働
者
の
時
間
外
労

働
上
限
規
制
時
間
は
「
年
７

２
０
時
間
以
内
」
で
、
そ
の

中
に
法
定
休
日
労
働
時
間

（
労
基
法
第
35
条
：
法
定

休
日
）
が
含
ま
れ
ま
す
が
、

自
動
車
運
転
者
の
「
年
９
６

０
時
間
以
内
」
に
は
、
法
定

休
日
労
働
時
間
が
含
ま
れ
ま

せ
ん
。

　

一
般
的
に
休
日
と
い
え
ば
、

の
確
認
や
当
日
の
運
行
内

容
、
日
常
点
検
結
果
な
ど
の

確
認
を
終
了
し
て
か
ら
運
行

の
可
否
を
判
断
で
き
る
よ
う

に
な
れ
ば
、
自
然
に
管
理
者

と
ド
ラ
イ
バ
ー
と
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
が
良
好
に
な
っ
て

業
時
刻
を
決
め
て
、
日
常
点

検
や
業
務
前
点
呼
を
、
出
発

会
社
が
指
定
す
る
休
日
で
あ

る
「
所
定
休
日
」
を
指
す
こ

と
が
多
い
で
す
が
、
休
日
に

は
、
所
定
休
日
の
ほ
か
に
、

「
法
定
休
日
」が
あ
り
ま
す
。

法
定
休
日
と
は
、
労
基
法
に

よ
り
定
め
ら
れ
て
い
る
休
日

で
、
一
週
間
の
う
ち
１
日
は

与
え
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
業
務
の
都
合
な
ど
に
よ

り
、
一
週
間
連
続
し
て
業
務

い
く
こ
と
で
し
ょ
う
。　

　

こ
の
よ
う
な
、
日
々
の
積

み
重
ね
が
、
時
間
外
の
労
働

時
間
数
を
抑
え
る
方
法
の
ひ

と
つ
に
な
る
と
考
え
ら
れ
ま

す
。

を
行
っ
た
場
合
、
７
日
目
が

法
定
休
日
と
な
り
、
休
日
労

働
時
間
と
し
て
カ
ウ
ン
ト
さ

れ
ま
す
。
ま
た
改
善
基
準
告

示
に
よ
り
、
自
動
車
運
転
者

の
法
定
休
日
に
つ
い
て
は
、

休
息
期
間
を
含
め
連
続
で

「
１
日
の
休
息
期
間
（
９
時

間
以
上
）
＋
１
日
（
24
時

間
）」、
つ
ま
り
「
継
続
し
て

33
時
間
」
の
休
日
が
必
要
と

な
り
、
２
週
に
１
日
は
必
ず

休
日
を
与
え
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

　

改
善
基
準
告
示
な
ど
の
労

働
時
間
は
、
ド
ラ
イ
バ
ー
が

デ
ジ
タ
コ
の
操
作
を
行
っ
て

さ
え
い
れ
ば
、
そ
の
記
録
を

基
に
、
法
に
抵
触
し
て
い
る

か
否
か
が
分
か
り
ま
す
。
デ

ジ
タ
コ
導
入
時
に
は
ボ
タ
ン

操
作
が
出
来
な
い
ド
ラ
イ
バ

ー
が
い
る
と
聞
き
ま
す
が
、

ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
ド
ラ
イ

バ
ー
が
ボ
タ
ン
操
作
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
か
、
毎
回
チ

ェ
ッ
ク
を
し
な
が
ら
根
気
よ

く
指
導
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
あ
る
意
味
、
管
理
者
と

ド
ラ
イ
バ
ー
の
根
比
べ
と
言
っ

て
も
過
言
で
は
な
い
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

　

ア
ナ
ロ
グ
の
運
行
記
録
計

（
ア
ナ
タ
コ
）
で
は
、
針
が

動
い
て
い
る
部
分
は
運
転
中

で
す
が
、
動
い
て
い
な
い
部

分
は
労
働
時
間
の「
荷
扱
い
」

「
作
業
待
機
」、
労
働
時
間

　

現
状
で
の
改
善
す
べ
き
点

は
、
会
社
に
よ
っ
て
違
い
ま

す
。
自
社
に
お
け
る
改
善
点

を
あ
ぶ
り
出
し
、
順
次
ひ
と

つ
ず
つ
対
応
し
て
い
く
こ
と

が
肝
要
で
す
。

　

ト
ラ
ッ
ク
運
送
事
業
者
に

　

法
律
に
則
し
て
自
動
車
運

転
者
の
労
働
時
間
を
カ
ウ
ン

ト
す
る
と
、
例
え
ば
、「
週

休
２
日
制
で
、
月
曜
か
ら
金

曜
ま
で
出
勤
し
、
土
曜
・
日

曜
が
休
日
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
土
日
両
日
と
も
出
勤
し

た
場
合
」
で
は
、
週
40
時
間

を
超
え
た
土
曜
の
労
働
時
間

は
「
時
間
外
労
働
時
間
」
と

な
り
ま
す
。
ま
た
、
日
曜
は

「
法
定
休
日
」
と
み
な
さ
れ

る
た
め
、
日
曜
の
労
働
時
間

は
「
休
日
労
働
時
間
」
と
な

り
ま
す
。

　

図
２
で
は
、『
―
売
上
・

利
益
を
維
持
し
、
ド
ラ
イ
バ

ー
を
定
着
さ
せ
る
―
中
小
企

業
の
た
め
の
ト
ラ
ッ
ク
運
送

業
の
時
間
外
労
働
削
減
の
実

務
』（
第
一
法
規
㈱
刊
）
を

基
に
、
ト
ラ
ッ
ク
ド
ラ
イ
バ

ー
の
労
働
時
間
の
考
え
方
を

ま
と
め
て
い
ま
す
。

で
は
な
い
「
休
憩
」
も
し
く

は
「
休
息
期
間
」
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
こ
の
た
め
、
ド
ラ

イ
バ
ー
は
針
が
触
れ
て
い
な

い
部
分
は
「
作
業
待
機
中
で

あ
る
」
と
言
い
、
管
理
者
は

「
休
憩
で
は
な
い
の
か
」
と

考
え
ま
す
。
管
理
者
に
乗
務

経
験
が
あ
る
場
合
は
、
ど
の

部
分
が
労
働
時
間
で
、
ど
の

部
分
が
休
憩
時
間
か
な
ど
が

分
か
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
判
断
に
つ
い
て
は
、

現
在
は
ド
ラ
イ
バ
ー
の
デ
ジ

タ
コ
の
ボ
タ
ン
操
作
と
な
り

ま
す
の
で
、
正
し
く
そ
れ
が

行
わ
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か

を
、
業
務
後
点
呼
の
際
に
確

認
し
ま
し
ょ
う
。
点
呼
者
と

ド
ラ
イ
バ
ー
が
運
行
記
録
を

見
な
が
ら
確
認
し
あ
う
と
、

驚
く
ほ
ど
労
働
時
間
の
管
理

が
正
確
に
な
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

終業時刻 始業時刻始業時刻

（労働時間　＋　休憩時間）

（運転時間 ＋荷扱い・作業待機時間）

荷扱い・
作業
待機時間

（運行記録計の針が動いている時間）

連続運転時間：4時間以内
例外：やむを得ない場合 4時間 30分まで

2日平均 1日 9時間以内・2週平均 1週 44時間以内

（継続 11時間以上／
9時間を下回らない）

（拘束時間 ＋ 休息期間）
休日（休息期間＋24時間）

13時間以内（最長15時間以内）拘束時間

労働時間

休憩時間
休息期間 拘束時間

運転時間

１日24時間
１日24時間

始業時刻から24時間カウント

図２　トラックドライバーにおける労働時間の基本的な考え方

お
い
て
は
、
現
状
と
法
律
と

の
ギ
ャ
ッ
プ
が
大
き
く
、
法

令
遵
守
は
困
難
だ
と
思
わ
れ

が
ち
で
す
が
、
ど
の
よ
う
に

す
れ
ば
正
し
い
労
働
時
間
管

理
が
で
き
る
の
か
を
考
え
、

粘
り
強
く
取
り
組
み
を
進
め

ま
し
ょ
う
。

粘
り
強
く
自
社
の
問
題
点
を
あ
ぶ
り
出
し

粘
り
強
く
自
社
の
問
題
点
を
あ
ぶ
り
出
し

諦
め
ず
に
適
正
な
労
働
時
間
管
理
の
実
現
を

諦
め
ず
に
適
正
な
労
働
時
間
管
理
の
実
現
を
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寄
稿

　
こ
の
４
月
か
ら
自
動
車
運
転
者
の
時
間

外
労
働
上
限
規
制（
年
９
６
０
時
間
）と
、

改
正
「
自
動
車
運
転
者
の
労
働
時
間
等
の

改
善
の
た
め
の
基
準
」（
改
善
基
準
告
示
）

が
適
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
「
物

流
の
２
０
２
４
年
問
題
」
へ
の
対
応
に
つ

い
て
、
今
回
か
ら
、
３
回
に
わ
た
り
「
労

働
時
間
管
理
方
法
」、「
賃
金
制
度
・
評
価

制
度
」、「
人
材
確
保
・
採
用
対
策
」
を
テ

ー
マ
に
、
全
国
社
会
保
険
労
務
士
会
連
合

会
働
き
方
改
革
推
進
特
別
委
員
会
委
員
に

よ
る
特
別
寄
稿
を
連
載
し
ま
す
。今
回
は
、

「
時
間
外
労
働
上
限
規
制
や
改
正
改
善
基

準
告
示
を
踏
ま
え
た
労
働
時
間
管
理
方

法
」
に
つ
い
て
、
特
定
社
会
保
険
労
務
士

の
石
原
清
美
氏
に
寄
稿
い
た
だ
き
ま
す
。

は
じ
め
に

終
わ
り
に

出典：�厚生労働省『トラック運転者の労働時間等の
改善基準のポイント』（2023 年 10月）

図１「貨物自動車運送事業に従事する自
動車運転者の１箇月についての拘束時間
の延長に関する協定書」

時
間
外
労
働
上
限
規
制
の

時
間
外
労
働
上
限
規
制
の

「
一
般
労
働
者
」
と
「
自
動
車
運
転
者
」
と
の
違
い

「
一
般
労
働
者
」
と
「
自
動
車
運
転
者
」
と
の
違
い具

体
的
な
時
間
外
労
働
削
減
策

具
体
的
な
時
間
外
労
働
削
減
策

時
間
外
労
働
上
限
規
制
と

時
間
外
労
働
上
限
規
制
と

法
定
休
日
と
の
関
連
性

法
定
休
日
と
の
関
連
性

改
善
基
準
告
示
の
改
正
と

改
善
基
準
告
示
の
改
正
と

正
し
い
労
働
時
間
管
理

正
し
い
労
働
時
間
管
理

時
間
外
労
働
上
限
規
制
や
改
正
改
善
基
準
告
示
を
踏
ま
え
た
労
働
時
間
管
理
方
法

時
間
外
労
働
上
限
規
制
や
改
正
改
善
基
準
告
示
を
踏
ま
え
た
労
働
時
間
管
理
方
法


